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１ 一般事項 

（適用範囲） 

第 1条 この仕様書は、札幌市市民文化局地域振興部が実施する「中央区役所仮庁舎こそだてイン

フォメーション移設及びレイアウト変更等業務」（以下「本業務」という。）の委託に適用する。 

２ この仕様書の解釈に疑義を生じた場合又は記載のない事項の取扱いについては、委託者と受託

者で協議のうえ定めるものとする。 

（業務の準備） 

第２条 受託者は、業務の目的を十分理解し、目的達成のために必要な人員を確保し、持てる能力

を全て発揮するよう責任のある担当者を備えなければならない。 

（業務計画書） 

第３条 受託者は、契約後速やかに本業務実施に関する「業務計画書（業務工程表を含む）」を作成

し提出すること。 

（打合せ等） 

第４条 業務の実施にあたっては、受託者は委託者と常に綿密な連絡を取り、その連絡事項及び打

合せ内容について記録し、委託者に提出すること。また、疑義が生じた場合は委託者と協議の上、

その指示に従うこと。 

（資料等の貸与及び返還） 

第５条 受託者は、業務を行う上で必要となる資料等について、借用を書面で申し入れることがで

きるものとする。この場合、受託者は貸与される資料等について借用書を提出しなければならな

い。 

２ 受託者は、業務完了したときは、貸与された資料等について直ちに返還するものとする。 

（機密の保持等） 

第６条 受託者は、本業務の処理にあたり知り得た一切の事項について、他に漏らしてはならない。 

２ 委託者が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしてはならない。 

（成果品） 

第７条 全ての成果物は委託者の所有とする。また、本業務において作成した図面、イラスト、写

真等の著作権及びその他一切の権利は札幌市に帰属する。 

２ 受託者は、成果品の著作者人格権を将来にわたり行使しないこと。ただし、あらかじめ委託者

の承諾を得て公表を行う場合等はこの限りでない。 

３ 受託者は、成果品に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、著作権その他知的財産権に

関して必要な手続き及び使用料等の負担を行うこと。 

（環境負荷の低減） 

第８条 委託業務の実施にあたっては、環境に配慮し、エネルギーの節約及びリサイクルの推進に

努めること。 

（業務完了届） 

第９条 受託者は、業務完了後速やかに「業務完了届」を提出すること。 
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２ 業務の概要

１ 業務対象範囲 

施設名 対象箇所 

中央保健センター・中央区役所分庁舎 札幌市中央区南３条西 11 丁目  

（以下、「保健センター」という。） 

１階 

子育て情報室 

中央区役所仮庁舎         札幌市中央区大通西２丁目９

（以下、「仮庁舎」という。） 

西棟５階  

健康･子ども課 

２ 業務内容 

  保健センターが仮庁舎に移転することに伴い、中央区こそだてインフォメーションの移設及び

室内レイアウト変更を行う。 

（１） 工程管理・関連業務との調整 

ア 総合スケジュール 

本業務の各作業も含め、仮庁舎への移設にかかる総合的スケジュールを作成する。 

（ア）本業務の業務計画及びスケジュール作成にあたっては、並行して備品購入等を別途委託

予定（以下、「関連業務」という。）であることを考慮すること。 

（イ）本業務において現地調査やヒアリング等が必要な場合は、手法及びスケジュールを提示

すること。 

（ウ）本業務を進める過程において、適宜、委託者及び関連業務の受託者等と調整し、必要に 

応じて工程表の見直しを行うこと。見直しを行った場合は、その内容を報告すること。 

（エ）中央区役所（南３条西 11 丁目）の仮庁舎（大通西２丁目９）への移転は、以下のとおり 

実施予定であり、２（３）に示す業務については令和３年９月１日～10月末日までの期 

間を目途に計画すること。（11月以降の作業については委託者と調整） 

供用開始日 課の名称 仮庁舎の場所 

令和３年 

12 月 20 日（月） 
健康・子ども課 西棟４階、５階 

令和３年 

12 月 27 日（月） 
地域振興課 東棟４階 

令和４年 

1 月 11 日（火） 

総務企画課 東棟４階 

保護一課・二課・三課 西棟３階 

保険年金課、保健福祉課、広聴 西棟２階、東棟２階 

戸籍住民課 西棟１階、東棟１階 

（オ）仮庁舎（大通西２丁目９）は、令和３年６月１日～８月３１日までの間の現地立ち入り 

は不可として計画すること。 

イ 現場調整 

仮庁舎の供用開始までの間、委託者の指示に基づき、移転にかかる関係者（関連業務の受

託者を含む）との連絡調整等を行う。 
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（ア）委託者の指示及び伝達について、関連業務の受託者等に対して速やかに共有及び調整す 

ること。 

（イ）別途本市の発注する購入備品の納品管理や関連業務の完了検査等があった際には、 

託者の求めに応じて本業務の工程調整に協力をすること。 

（ウ）各作業が円滑に遂行されるよう、関連業務等の受託者と調整のうえ、全体の工程管理 

を行うこと。 

（エ）作業時間については、委託者と十分協議のうえ決定すること。 

また、搬入出時間、音出し作業のほか、関連業務に支障が出る可能性がある場合は、事 

前に委託者へ確認すること。 

（２） 室内レイアウト 

『子育て情報室プラン_中央区（別紙１）』に基づき、室内のレイアウト変更を行う事。な

お、別紙１については『子育て情報室標準プラン・デザインガイドライン（別紙２）』に示さ

れたコンセプトを基にしており、本業務の実施に当たっては、委託者及び標準プラン作成者

等とコンセプトを十分に共有したうえで行う事とする。 

（３） 造作什器等 

別紙１に示した造作については、以下の仕様とし、造作や設置に必要な部材（既存移設設

置品等以外）は、受託者が用意すること。なお、造作に当たっては、別紙２のコンセプトを

十分に把握のうえ、（※）で示された項目については、受託者が意匠図を作成のうえ、委託者

と調整を行うこと。 

符号 名称 仕様 

①  床貼（１） ・塩ビタイル（土足スペース） 

・つめたい印象にならない色柄。色はベージュ、アイボ

リー系。 

・手入れのしやすいもの 

・現地状況により床見切り材必要 

・シックハウス対策として F☆☆☆☆対応品とする 

・色や素材については委託者と協議のうえ決定する。 

・参考：サンゲツ アングレイズド 同等品 

    457.2×457.2×2.5mm 

②  床貼（２） ・カーペットタイル（素足コーナー・授乳室） 

・子どもスペース床面のため手触りの良いものとする。 

・汚れても掃除しやすいものとする。 

・シックハウス対策として F☆☆☆☆対応品とする。 

・床見切り材必要。 

・色や素材については委託者と協議のうえ決定する。 

・参考：サンゲツ スタイルキット同等品 

    400 ㎜×400 ㎜×8.2mm 

③  造作壁面クロス貼 ・造作壁を設置し、クロス仕上げとすること。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 
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④  下がり天井クロス

貼 

・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑤  躯体壁面クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑥  躯体壁面クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑦  棚壁面クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑧  造作壁面クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑨  躯体壁面クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑩  柱クロス貼 ・既存クロスを撤去し、それに伴う壁面不陸は適切に下

地処理する。 

・使用クロスは F☆☆☆☆仕様の不燃クロスとする。 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・使用接着剤は F☆☆☆☆仕様とする。 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑪  躯体壁面塗装 ・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 
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・シックハウス対策として塗料は F☆☆☆☆対応品とす

る 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑫  鉄扉塗装（内側の

み） 

・明るい色味とする（委託者と協議の上決定する） 

・シックハウス対策として塗料は F☆☆☆☆対応品とす

る 

・ソフト巾木 H60 ㎜にて処理を行うこと。 

⑬  木枠フレーム ・空間を仕切るための木製フレーム。 

・木角材、練付（センもしくはシナ程度） クリア塗

装。 

・床に固定あり。 

・ジョイント部は安全性を重視する。 

⑭  木枠フレーム ・空間を仕切るための木製フレーム。 

・木角材、練付（センもしくはシナ程度） クリア塗

装。 

・床に固定あり。 

・ジョイント部は安全性を重視する。 

・制作寸法は、別紙１と別紙２を参考に現地状況に則し

て決定する。 

⑮  掲示ボード 

１台 

・サイズ W5,700 ㎜×H980 ㎜程度のサイズとする。 

・マグネット用とし、ポスター、チラシなどの提示が可

能なこと。 

・画鋲は危険なので使用しない。 

・色はアイボリー系 

・周囲に見切り材を設置。フクビ程度。色は白。 

・参考：サンゲツ サンマグネット同等品 

⑯  スチールパーティ

ション出力シート

貼り 

・サイズ W6,230 ㎜×H2,605 ㎜程度とする。 

・つめたい印象にならない色柄とする。色はベージュ、

アイボリー系。 

・IJ 出力シート貼りとする。 

・既設スチールパーティションに貼り付けを行う為スリ

ット部分の処理も気をつけて行うこと。 

⑰  フライヤーラック

（※） 

２台 

・別紙１ ②の位置に木製フライヤーラックを設置す

る。(既存移設フライヤーラックと同品仕様とする） 

・サイズ W900 ㎜×D300 ㎜×H1,000 ㎜とする。 

・仕上は練付（シナ） クリア塗装。

・立った状態で見やすいように、チラシ収納面は斜めに

傾ける。 

・A4 のチラシを４列３段、正面を向けて提示できるよう

にする。 

・チラシが落下しないようにアクリル板で落下防止措置

をする。 

・制作寸法は、別紙１と別紙２を参考に現地状況に則し

て決定する。 
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⑱  サイン １箇所 ・子育て情報室入り口正面の柱にランバー材・クロス貼

り（W545 ㎜×H900 ㎜）程度の物を、取り付けること。高

さは現地合わせの上協議して決定する。 

・「こそだてインフォメーション」指定のロゴ及び表記

をアクリル切り文字：厚さ 3㎜色チョコレート系にて取

り付けること。 

参考：住化アクリル販売株式会社  

スミペックス 590 チョコレート 

（４）既存什器の移送 

現中央区役所から中央区役所仮庁舎へ別紙１平面図のうち青字で記載されている什器につ 

いて移送すること。移送の時期は委託者との協議により決めることとする。 

（５）ダンボール（書類等）の移送 

現中央区役所から中央区役所仮庁舎へ必要に応じてダンボール（書類等）を移送すること。 

ダンボールに書類を詰める作業は本市職員が行い、移送作業は受託者が行うものとする。そ 

の際に必要なダンボールは（規格ダンボールＮｏ.６）及びその他資材（シール・テープ）につ

いては、受託者が指定日までに調達し、指定場所へ配送すること。 

なお、ダンボールの数量は 30箱程度を想定している。 

（６）不要物品、不要部材の撤去 

移設レイアウト変更等作業の際に生じた残材及びレイアウト変更にて不要となる部材につ 

いては、委託者からの指示に従い、法令に基づき引き取り処理を行うこと。 

（６）報告書等の提出 

受託者は、下記に示す書類を作成の上、本市担当職員に提出すること。 

提出書類等 部数 提出期限 

ア 業務着手時 

  ・業務計画書（安全管理計画を含む） 

  ・作業責任者及び作業者名簿 

  ・連絡体制表 

  ・全体作業工程表 

各１ 業務着手後速やかに 

イ 業務実施時 

  ・実施工程表 

各１ 作業開始 14 日前まで 

ウ 業務完了時 

  ・業務完了届 

  ・業務報告書及び写真（紙及びＤＶＤ－Ｒ等） 

  ・産廃処理後のマニフェスト伝票の写し 

各１ 業務完了後速やかに 

３ 業務期間

契約締結の日から令和４年１月 28日まで 

４ 成果品
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（１）造作関係意匠図                     一部 

（２）打合せ記録簿                      一式 

（３）その他、業務主任が必要と認めた資料           一式

（４）上記資料を収めた CD-R 等（CAD データ等を含む電子データ） 一式

５ 札幌市環境マネジメントへの協力  

本業務の履行においては、委託者である札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の

低減に努めること。 

（１） 電気・水道・油・ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

（２） ごみ減量・分別及びリサイクルに努めること。 

（３） 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングスト

ップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

（４） 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を

使用すること。 

（５） 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

６ 揮発性有機化合物対策  

  揮発性有機化合物等を含有していない材料又は、揮発性有機化合物等を放散させないか、放散

が極めて少ない材料を使用することとし、作業時や作業完了時においては、繰り返し換気を行う

こと。 

  また、使用する材料は揮発性有機化合物 13物質の含有や使用の有無を製品安全データシート

（ＳＤＳ）等で含有していないことや使用されていないことを確認すること。 

７ 特記事項  

  本業務の実施にあたり、下記項目に対し適切な配慮・対策等を行うこと。 

（１）法令順守

本業務の履行に当たっては、各種関係法令を確認・遵守するとともに、工程管理等を正確に

行うこと。

（２）調査等について

業務遂行に当たり現地調査等を行う際は、関連業務に支障を生じない様、委託者と協議の上、

計画的に行い、作業中の安全管理、養生、整理整頓および清掃を徹底すること。

また、履行場所では周辺事業者に十分配慮すること。

その他の打合せ及びプランの校正等は、基本的に業務時間内に行うものとする。

（３）物品等の調達について

業務に必要な雑材・消耗品等は、特記されているものを除き、すべて受託者が調達するもの

とする。

（４）情報管理について

本業務ではシステム類の情報や個人情報を含む文書類を取り扱うため、現地調査の実施、

成果品の作成の際には機密情報の保全に十分配慮すること。

（５）自動車利用（打合せ時・調査員輸送等を含む） 

走行ルートの短縮や共同運行など、環境に配慮した自動車利用を心掛けること。 

（６）履行にあたり、受託者の不注意等の瑕疵により生じた故障、破損及び事故等は受注者の責 

任において処理すること。 
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（７）協議事項 

その他、本業務の仕様にない不明点や疑義が生じた場合は、委託者、受託者双方の協議に

よって処理する。 

（８）業務完了届出後の検査実施日１年以内に本業務履行不備による不具合が生じた場合は、受 

託者の負担で対応すること。 
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